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１ 総則 

 ⑴ この評価基準書で使用する用語の意義は、「新城北設ごみ処理広域化施設整備事業整備方法

検討等業務委託公募型プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）に準じるものと

する。 

 ⑵ この評価基準書は、評価委員が本プロポーザルの実施に係る評価を公平かつ公正に実施す

るための方法及び基準等を示すものである。 

 

２ 一次審査 

 ⑴ 客観的事項審査 

   事業者及び配置予定技術者の業務実績及び保有資格を評価する。 

評価対象 評価項目 評価基準 配点 

事業者 施設整備基本構想策定業務の実績 件数 ２点 

 施設整備基本計画策定業務の実績 件数 ２点 

 長寿命化総合計画策定業務の実績 件数 ２点 

 ＰＦＩ等導入可能性調査業務の実績 件数 ２点 

 施設整備・運営事業に係る要求水準書（発注仕様書）

作成及び事業者選定支援業務の実績 

件数 ２点 

 施設整備に係る設計施工監理業務の実績 件数 ２点 

管理技術者 保有資格等 技術士資格 ３点 

 施設整備基本構想策定又は基本計画策定の業務実績 件数 ３点 

 管理技術者又は担当技術者として従事した業務実績 件数 ３点 

照査技術者 保有資格等 技術士資格 ３点 

主任 保有資格等 技術士資格等 ３点 

担当技術者 施設整備基本構想策定又は基本計画策定の業務実績 件数 ３点 

合計 ３０点 

 ⑵ 主観的事項審査 

   企画提案書の内容を、評価委員が評価する。 

評価対象 評価項目 評価基準 配点 

企画提案書 業務の理解度 ・業務の背景及び目的は理解できているか 

・業務に求められているものが理解できた提案内

容となっているか 

５点 

 提案内容の具体

性・独自性等 

・具体的な提案がなされているか 

・独自性の高い提案がなされているか 

・事業者の経験や実績等が生かされた提案となっ

ているか 

５点 

合計 １０点 

 

 



３ 二次審査 

 ⑴ 主観的事項審査 

   提出書類された企画提案書についてプレゼンテーション等を実施する。 

評価対象 評価項目 評価基準 配点 

プレゼンテー

ション等 

取組み意欲・コミュニケー

ション力 

・着眼点が適切で、取組み意欲が感じら

れるか 

・質問に対する応答が明快かつ迅速で

あるか 

１０点 

 提案 ポイント① 

人員配置体制 

・一貫性、的確性、実現性、独創性があ

るか 

１０点 

 提案 ポイント② 

比較評価項目 

・一貫性、的確性、実現性、独創性があ

るか 

１０点 

 提案 ポイント③ 

マイルストーン 

・一貫性、的確性、実現性、独創性があ

るか 

１０点 

 提案 ポイント④ 

自由提案 

・一貫性、的確性、実現性、独創性があ

るか 

１０点 

合計 ５０点 

⑵ 価格審査 

  提示された見積価格を評価する。 

評価対象 評価項目 評価基準 配点 

参考見積書 参考見積価格 最低参考見積価格を基準とした相対評価 １０点 

合計 １０点 

 

（次頁へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 評価点の算出方法 

参加者の評価点は次のとおり算出する。 

⑴ 客観的事項審査 

  次の３段階で評価することを基本とし、点数化した値をその参加者の評価点とする。 

評価 評価内容 点数化方法 

Ａ 要件を満たし 実績等が高く認められる 配点×1.00 

Ｂ 要件を満たし、実績等が認められる 配点×0.80 

Ｃ 要件を満たしている 配点×0.60 

 

 ⑵ 主観的事項審査 

  ① 評価委員ごとに次の５段階で評価し、点数化する。 

評価 評価内容 点数化方法 

Ａ 極めて優れている 配点×1.00 

Ｂ 優れている 配点×0.80 

Ｃ 標準的である 配点×0.60 

Ｄ やや劣っている 配点×0.40 

Ｅ 劣っている 配点×0.20 

  ② 評価項目ごとに次の算出式により得られた値をその参加者の評価点とする。なお、得ら

れた値に小数第３位以下の端数が生じたときは、小数第３位を四捨五入した値とする。 

    （算出式）上記①で点数化した値の合計／評価委員の人数 

 ⑶ 価格審査 

   次の算出式により得られた値をその参加者の評価点とする。なお、得られた値に小数第３

位以下の端数が生じたときは、小数第３位を四捨五入した値とする。 

    （算出式）配点×（最低参考見積価格／当該参加者の参考見積価格） 


